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岐阜県企業立地促進事業補助金交付要綱 

 

（総則） 

第１条 県は、企業の立地を促進し、県経済の活性化及び県民生活の安定化を図るため、企業 

（営利の目的をもって事業を営む法人をいう。以下同じ。）が行う事業所の設置に要する経

費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岐阜県補助金

等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

  一 事業所 日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）に掲げる大分類Ｅの製

造業（以下「製造業」という。）の工場、情報サービス業若しくはデータセンターのため

のデジタル関連施設又は物流施設をいう。 

 二 情報サービス業 受託開発ソフトウェア、組込みソフトウェア、パッケージソフトウェ

ア又はゲームソフトウェアの作成及び当該作成に関する調査、分析、助言等を行う事業並

びに情報の処理、提供等のサービスを行う事業をいう。 

 三 データセンター 通信回線を利用して顧客の提供データをコンピュータにより集約的に

管理するとともに、データ処理システムの構築又は運用等について付加的な価値の提供を

行う施設をいう。 

 四 初期投下固定資産 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条に規定する土地、

家屋及び償却資産のうち、次に掲げるものをいう。 

  イ 土地 家屋を新築し、又は増築する工事の着手前１年（未造成の用地を取得した場合

にあっては、当該工事の着手前３年）から操業又は営業の開始に至るまでに新たに取得

したもののうち、家屋の延べ床面積の６５分の１００に相当する面積に係るもの 

  ロ 家屋 直接事業の用に供するものとして操業又は営業の開始に至るまでに新たに取得

したもの 

  ハ 償却資産 家屋の取得に伴い新たに取得したもののうち、直接事業の用に供するもの

として家屋を新築し、又は増築する工事の着手日から操業又は営業の開始に至るまでに

取得したもの 

五 新規地元常用雇用者  事業所の設置に伴い第４条第１項の規定による指定の申請の日か

ら第６条第１項の規定による交付の申請の日までに、新たに増員され、継続して雇用され

る者又は新たに県外から転入する常用雇用者で、期間の定めのない労働契約を締結するも

の（県内に居住する者に限る。）をいう。 

六 税財政優遇策 次に掲げるものをいう。 

イ 課税免除による優遇措置 

ロ 補助又は助成制度、奨励金その他の財政支出による優遇措置 

七  過疎地域  過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）

第２条第１項（同法第４４条第１項の規定により適用される場合を含む。）に規定する過

疎地域、同法第３条第１項及び第２項（同法第４４条第１項の規定により適用される場合

を含む。）の規定による一部過疎地域並びに同法第４４条第４項の規定によるみなし過疎

地域をいう。 

八 子会社  会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社をいう。 

九  親会社  会社法第２条第４号に規定する親会社をいう。 

十 中小企業 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号のいずれか
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に該当する中小企業者をいう。 

十一 物流施設 日本標準産業分類に掲げる中分類４４の道路貨物運送業、中分類４７の倉

庫業、小分類４８２の貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。）又は大分類Ｉの卸売業

若しくは小売業を営む者が、商品の集荷、仕分、発送等を複合的に行うための物流拠点又

は流通過程における加工場をいう。 

十二 国補助金 初期投下固定資産について交付される国庫を原資とした補助金、交付金等

（新型コロナウイルス感染症対策に係るものを除く。）をいう。 

十三 企業立地の補助金 岐阜県企業立地促進事業補助金（平成１７年８月１日制定）、岐

阜県本社機能移転促進事業補助金（平成２７年４月１日制定）及び岐阜県大規模空き工場

企業誘致補助金（平成２５年４月１日制定）をいう。 

 （欠格事由） 

第２条の２ 第１条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付の対象となることが

できない。 

一 企業立地の補助金の規定による指定を、過去に同一の敷地において受けている法人 

二 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。次

号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

三 役員等（役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であ

るかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業務を統括する権限を代行し得る地

位にある者を含む。）をいう。）をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴対法第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質

的に関与している法人 

四 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している法人 

五 役員等が、その属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員でなくなった日から

５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用している法人 

六 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人 

七 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有している法人 

八 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であるこ

とを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利

用している法人 

九 県内に事業所を有している法人 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費（以下「補

助対象経費」という。）、補助金の額並びに限度額については、別表のとおりとする。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱による補助金の交付の対象としないも

のとする。 

一 事業所を設置する市町村の税財政優遇策（普通交付税に関する省令（昭和３７年自治省

令第１７号。以下「省令」という。）第４３条に規定する課税免除等の特例規定の適用を

受けることとなる課税免除による優遇措置を除く。）の適用を受けない事業である場合 

二 この要綱による補助金を除く県の税財政優遇策（省令第４２条に規定する課税免除等の

特例規定の適用を受けることとなる課税免除による優遇措置を除く。）の適用を受ける事

業である場合（補助対象経費と重複する経費に対するものに限る。） 

（補助対象事業の指定の申請） 
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第４条 補助金の交付を受けようとする者は、協議の上、家屋を新築し、又は増築する工事の

着手日の９０日前までに別記第１号様式により知事に指定の申請をし、補助対象事業に該当

する旨の知事の指定を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する期日までに事業計画が定まらない等の理由によ

り指定の申請ができない場合は、同項の着手日の９０日前までに別記第１号様式の２により

知事に申請をし、その承認を受けなければならない。この場合において、当該承認を受けた

者は、同項の着手日の３０日前までに、別記第１号様式により知事に指定の申請をし、補助

対象事業に該当する旨の知事の指定を受けなければならない。 

３ 前２項の指定の申請について、親会社及び子会社又はこれらと同等の関係にある複数の企

業が共同で事業を行うときは、連名で、又は共同で事業を行う複数の企業のうち代表を定め

て申請するものとする。 

（補助対象事業の指定） 

第５条 知事は、前条第１項の指定の申請について、その内容が補助対象事業として適当であ

ると認めるときは、補助対象事業として指定し、別記第２号様式により、その旨を通知する

ものとする。 

２ 知事は、前条第３項の規定による申請について、当該複数の企業による共同事業が一の事

業であると認める場合に限り、前項の規定による指定を行うものとする。 

（補助金の交付の申請） 

第６条 前条第１項の規定による指定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、

操業又は営業の開始日から起算して６月以内に、別記第３号様式により知事に交付の申請を

しなければならない。 

２ 前項の規定により交付の申請をする者は、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び

当該金額に地方税法の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。ただし、当該消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

（補助金の交付の決定通知） 

第７条 規則第７条の規定による交付の決定の通知は、別記第４号様式により行うものとする。 

２ 知事は、前条第２項本文の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額について減額して交付の申請がなされたものについて、これを審査し、適当と認めたと

きは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。 

３ 知事は、前条第２項ただし書の場合においては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を

付して交付の決定を行うものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第８条 知事は、規則第５条の規定にる補助金の交付の決定をする場合において、当該補助金

の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、規則第６条各号に掲げるもののほ

か、次に掲げる条件を付けることができる。  

一 補助金の額が５千万円を超える場合は、当該５千万円を超える部分に対する補助金を翌

年度以降に分割して交付すること。 

二 国又は県が実施する県経済の活性化及び県民生活の安定化に係る施策に協力すること。 

三 その他知事が必要と認めるもの 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補助金の交付

の決定の日から１５日以内とする。 
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（実績の報告） 

第１０条 規則第１３条の規定による実績報告は、第６条第１項の規定による交付の申請をし

たことをもってこれに代えるものとする。 

（履行確認） 

第１１条 知事は、交付申請書及び現地確認により、事業終了後速やかに履行の確認を行うものと

する。 

２ 現地確認を行うときは、あらかじめ、当該事業者等に、確認の日時及び場所その他必要な

事項を通知するものとする。ただし、緊急に確認を行う必要があるときは、この限りでない。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 規則第１４条の規定による額の確定は、規則第５条の規定による交付の決定をもっ

てこれに代えるものとする。 

（補助金の交付請求書） 

第１３条 前条の交付の決定を受けた者は、別記第５号様式により知事に補助金の交付を請求

することができる。 

（補助金の交付） 

第１４条 知事は、前条の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１５条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告

により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別記第

６号様式により速やかに知事に報告をしなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の

全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（暴力団等の排除） 

第１６条 規則第４条の交付の申請があった場合において、当該申請をした者が第２条の２各

号の規定に該当するときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。 

２ 知事は、規則第５条の規定による交付の決定をした後において、当該交付の決定を受けた

者が第２条の２各号の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の

規定により、補助金の交付の決定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１８条第１項

の規定により補助金の返還を命ずるものとする。 

（指定の取消し等） 

第１７条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第５条第１項の規定によ

る指定又は規則第５条の規定による交付の決定を取り消すことができる。 

一 第５条第１項の規定による指定を受けた事業所が、事業の休止又は廃止その他の事由に

より事業を実施していないとき。 

二 規則第５条の規定による交付の決定を受けた事業所が、正当な理由なく、補助金の交付

の決定を受けた日から５年以内に事業を休止し、廃止し、又は著しく縮小したとき。 

２ 知事は、前項の規定による取消しを受けた者が既に補助金の交付を受けているときは、そ

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（地位の承継） 

第１８条 補助金の交付後に、合併、譲渡その他の事由により補助対象事業を承継した者は、

この要綱に基づく補助対象事業に係る地位を承継するものとする。 

２ 前項の規定によるほか、合併、譲渡その他の事由により事業を承継した場合で、知事が補 

助対象事業の同一性、継続性等の観点から適当と認めたときは、当該事業を承継した者は、 

次に掲げる地位を承継することができるものとする。 

一 第４条第１項の指定の申請を行った者の地位 
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二 第５条第１項の規定による指定を受けた者の地位 

三 第６条第１項の規定による交付の申請を行った者の地位 

四 規則第５条の規定による交付の決定を受けた者の地位 

五 規則第１３条の規定による実績の報告を行った者の地位 

六 規則第１４条の規定による額の確定を受けた者の地位 

３ 前２項の規定により地位を承継した者は、その承継した日から１月以内に、別記第７号様

式により承継の事実を証明する書類を添えて、知事に届け出なければならない。 

（指示事項の遵守） 

第１９条 補助金の交付を受けた者は、別記第８号様式により、補助金の交付の決定を受けた

日の属する事業年度開始の日から６年以内に終了する各事業年度の操業、雇用、営業等の状

況について、各事業年度終了日の翌日から３月以内に、知事に報告しなければならない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、知事が当該補助金の交付の対象となる事業所の操業、雇用、

営業等の状況等についての報告を求める等必要な指示をしたときは、これに従うものとする。 

（財産処分の制限） 

第２０条 規則第２１条第２号の知事の定めるものは、補助対象事業により取得し、又は効用

の増加した価格が１件当たり５０万円以上の償却資産とする。 

２ 規則第２１条ただし書の知事が定める期間は、補助金の交付の決定を受けた日以後５年間

又は補助金の交付が完了するまでの期間のいずれか長い方の期間とする。 

（書類、帳簿等の保存期間） 

第２１条 規則第２２条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助金の交付の決定を受けた

年度の翌年度以後５年間又は補助金の交付が完了するまでの期間のいずれか長い方の期間と

する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１７年８月１日から適用する。 

  なお、本要綱適用以前において、岐阜県知識産業立地促進事業補助金交付要綱（昭和６１

年９月１日制定）第４条に基づく事前協議並びに岐阜県コールセンター等立地促進事業補助 

金交付要綱（平成１５年４月１日制定）第４条に基づく指定又は第６条に基づく承認を受け 

た者については、本要綱第４条で規定する指定又は第６条で規定する承認を受けた者とみな

し、本要綱を適用する。 

２ 岐阜県知識産業立地促進事業補助金交付要綱及び岐阜県コールセンター等立地促進事業補

助金交付要綱は廃止する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１９年９月３日から施行し、改正後の岐阜県企業立地促進事業補助金交

付要綱は平成１９年 4 月１日以後の要綱第４条の規定による指定申請又は要綱第６条の規定

による承認申請に対する平成２０年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２ 平成１９年３月３１日までに改正前の要綱（以下「旧要綱」という。）第４条の規定によ

る指定申請又は旧要綱第６条の規定による承認申請をした者に対する岐阜県企業立地促進事

業補助金の交付については、なお従前の例による。同日において現に県又は（財）岐阜県産

業経済振興センター企業立地支援部の職員による誘致活動をしている者に対する同補助金の

交付についても同様とする。 

３ 前号後段の規定の適用について、平成２１年４月１日以後の要綱第４条の規定による指定

申請又は要綱第６条の規定による承認申請に対する平成２１年度分以後の予算に係る補助金

の交付については、改正後の要綱を適用する。 

４ 要綱別表中、補助対象事業の１に係る第２号後段の規定の平成２１年４月１日以後の適用
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について、平成２１年３月３１日において土地取得（土地取得契約の締結を含む。）前の事

業にあっては、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日までに施設の設置工事に着手

した場合に限り適用する。 

イ 造成済みの用地を取得した場合 平成２３年３月３１日 

ロ 未造成の用地を取得した場合 平成２５年３月３１日 

 

附 則  

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行し、改正後の岐阜県企業立地促進事業補助金交

付要綱は平成２１年４月１日以後の要綱第４条の規定による指定申請又は要綱第６条の規定

による承認申請に対する平成２１年度分の予算に係る補助金から適用する。 

２ 平成２１年３月３１日までに改正前の要綱（以下「旧要綱」という。）第４条の規定によ

る指定申請又は旧要綱第６条の規定による承認申請をした者に対する岐阜県企業立地促進事

業補助金の交付については、なお従前の例による。同日において現に県による誘致活動をし

ている者に対する同補助金の交付についても同様とする。 

３ 要綱別表中、補助対象事業の１に係る前号後段の規定は、平成２１年３月３１日において

土地取得（土地取得契約の締結を含む。）前の事業にあっては、次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に定める日までに施設の設置工事に着手した場合に限り適用する。 

イ 造成済みの用地を取得した場合 平成２３年３月３１日 

ロ 未造成の用地を取得した場合 平成２５年３月３１日 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年９月３日から施行する。 

 

附 則  

１ この要綱は、平成２３年１２月２０日から施行し、改正後の要綱は平成２３年１２月２０

日以後に第４条の規定に基づく指定申請又は第６条の規定に基づく承認申請を行う事業から

適用する。 

２ 平成２３年１２月１９日以前に国（特殊法人、独立行政法人を含む。）の補助又は助成の

採択（内示を含む。）を受けた事業については、前号の規定にかかわらず、改正前の要綱第

３条の規定を適用する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、改正後の要綱は平成２５年４月１日以後に要

綱第４条の規定に基づく指定申請を行う事業から適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの間における第３条及び別表補助対象

事業の欄１三の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、改正後の企業立地促進事業補助金交付要綱

（以下「新要綱」という。）の規定は、平成２７年４月１日以後に新要綱第４条の規定によ

り指定申請を行う事業から適用する。 

２ 平成２６年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、改正後の企業立地促進事業補助金交付要綱

（以下「新要綱」という。）の規定は、平成２８年４月１日以後に新要綱第４条の規定によ

り指定申請を行う事業から適用する。 

２ 平成２７年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、改正後の企業立地促進事業補助金交付要綱

（以下「新要綱」という。）の規定は、平成２９年４月１日以後に新要綱第４条の規定によ

る指定の申請又は新要綱第６条の規定による承認の申請を行う事業から適用する。 

２ 平成２９年４月１日から平成３３年３月３１日までの間における第３条の規定の適用につ 

いては、同条中次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと 

する。 

３ 平成２８年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。 

 
附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日以後に第４条の指定の申請又は第６条の承認の申請を行う

事業に係る補助金について適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日以後に第４条の指定の申請を行う事業に係る補助金につい

第３条 省令第４２条に規定する課税免除

等の特例規定の適用を受けること

となる課税免除 

省令第４２条に規定する課税免除

等の特例規定の適用を受けること

となる課税免除又は岐阜県企業立

地の促進のための不動産取得税の

税率の特例に関する条例（平成２６

年条例第３８号）の規定 

別表１三 県営工業団地への立地の場合 県営工業団地への立地の場合又は

新規地元常用雇用者が５０人以上

（既存敷地内に増設した場合は、７

５人以上）の場合 

省令第４２条に規定する課税免除等の特例

規定の適用を受けることとなる課税免除 

省令第４２条に規定する課税免除等の特例

規定の適用を受けることとなる課税免除又

は岐阜県企業立地の促進のための不動産取

得税の税率の特例に関する条例（平成２６

年条例第３８号）の規定 
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て適用する。 

２ 令和２年３月３１日までに県が誘致活動をしている者に対するこの要綱の適用について

は、なお従前の例による。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年１０月２０日以後に第４条の指定の申請又は第６条の承認の申請を行

う事業に係る補助金について適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日以後に第４条の指定の申請を行う事業に係る補助金につい

て適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和３年８月３１日までに第４条第１項に規定する工事に着手

する事業に係る同項の規定の適用については、なお従前の例による。 

３ 第１項の規定にかかわらず、令和３年３月３１日までに県が誘致活動をしている者に対す

るこの要綱の適用については、なお従前の例による。 

４ 令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの間における第３条第１項第２号の規定の

適用については、同号中「課税免除による」とあるのは、「課税免除又は岐阜県企業立地の

促進のための不動産取得税の税率の特例に関する条例（平成２６年岐阜県条例第３８号）の

規定による」と読み替えるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年９月７日以後に第９条第１項の交付の決定の通知を行う事業に係る補

助金について適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日以後に第４条の指定の申請を行う事業に係る補助金につい

て適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和４年３月３１日までに県が誘致活動をしている者に対する

この要綱の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日以後に第４条の指定の申請又は第６条の承認の申請を行う

事業に係る補助金について適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和５年３月３１日までに県が誘致活動をしている者に対する

この要綱の適用については、なお従前の例による。 

３ 第４条第１項の指定の申請（物流施設の設置に関するものに限る。）を令和５年６月３０

日前に行う場合における同項の規定の適用については、同項中「工事の着手日の９０日前ま

で」とあるのは、「工事の着手日以前」とする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日以後に第４条の指定の申請又は第６条の承認の申請を行う

事業に係る補助金について適用する。 
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２ 前項の規定にかかわらず、令和６年３月３１日までに県が誘致活動をしている者に対する

この要綱の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日以後に第４条の指定の申請又は第６条の承認の申請を行う

事業に係る補助金について適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和７年３月３１日までに県が誘致活動をしている者に対する

この要綱の適用については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日以後に第４条の指定の申請を行う事業に係る補助金につい

て適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和８年３月２７日までに第４条第１項の指定の申請をしてい

る者に対するこの要綱の適用については、なお従前の例による。 
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別表（第３条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助金の額 限度額 

土地、家屋又は償却資産を取得する事業    

 一 製造業の事業所の設置 
イ 過疎地域 
・初期投下固定資産額３億円以上 

ロ イ以外の区域（中小企業に限る。） 
・初期投下固定資産額５億円以上 

ハ イ、ロ以外 
・初期投下固定資産額１０億円以上 
・新規地元常用雇用者１０人以上 

事業所の設置に係
る初期投下固定資
産の取得に要する
経費 

補助対象経費の実支
出額（第６条の交付
の申請の日までに経
費が支出された額
で、仲介手数料、租
税公課等を除く。）
の５％以内の額。 
ただし、国補助金の
額が１０億円以上の
場合は、本文の規定
により算定した額
（５億円を超える場
合にあっては、５億
円）から国補助金の
額に１０分の１を乗
じて得た額を控除し
た額以内の額とす
る。 

５億円 

二 デジタル関連施設の設置 
イ 過疎地域 
・初期投下固定資産額３億円以上 

ロ イ以外の区域（中小企業に限る。） 
・初期投下固定資産額５億円以上 

ハ イ、ロ以外 
・初期投下固定資産額１０億円以上 
・新規地元常用雇用者５人以上 
三 物流施設の設置 
・初期投下固定資産額１０億円以上 
・新規地元常用雇用者１０人以上 

 


